
　（名　称）

１．本会は、　　　　　　　　と称する。

　（目的及び活動）

２．本会は、　　　　　　　　　　　　　　　　　　　を目的とし、

を行う。

　（会　費）

３．本会の会費は、入会金　　　　　　円、月額･年額　　　　　　円

　　とし、年１回以上、会員に対して会計報告を行うものとする。

　（会　員）

４．本会は、入会者をもって構成し、会員とする（別紙名簿のとおり）。

　（入退会）

５．本会の入会及び退会は、会員の自由意志であり、何人もこれを妨

　　げることはできない。

　（議　決）

６．議案等の議決については、出席会員にて行い、採決後執行するも

　　のとする。

　（その他）

７．ここに規定の無い事項については、会員の３分の２以上の出席者

　　の半数以上の賛成をもって定めることができる。

　　　会　　　則　（ 規　約 ）


